
障 ⽣ 第 1 4 4 3 号  
令和８年 7 ⽉６⽇  

 
府内対象事業所 御中 
 

⼤ 阪 府福祉部障 がい福祉室 
⽣ 活 基 盤 推 進 課 ⻑ 

 
 

⼤阪府重度障がい者グループホーム等整備事業費補助⾦実施事業所の募集について 
 
 
 ⽇ごろから⼤阪府障がい福祉⾏政の推進にご協⼒をいただき、厚くお礼申し上げます。 
本府では、重度障がい者の地域移⾏をより推進していくことを⽬的とし、このたび、障がい者の地域⽣

活を⽀援するグループホーム、短期⼊所事業所を対象に、重度障がい者の受⼊れに必要な環境整備に
係る費⽤を助成する「令和８年度⼤阪府重度障がい者グループホーム等整備事業費補助⾦」事業を
実施します。 
本通知に基づき、助成を希望する事業所の募集を⾏いますので下記の通りお知らせいたします。 

 
記 

 
【事業の概要】 
○補助対象︓⼤阪府内に所在する共同⽣活援助を⾏う事業所⼜は短期⼊所を⾏う事業所 

※令和 8 年度は、重度障がい者の受⼊れにあたり、障がい特性等のアセスメント及び関係機関との

協議・連携を図って実施する事業所が対象です。なお、次年度以降、実績報告を基に府より、その

プロセスを府内市町村にも周知する予定です。 
○補助要件︓重度障がい者（障がい⽀援区分５以上）の受入れに必要な環境整備                 
○協議申請について︓様式第 1 号及び様式第 1 号に記載された提出書類を⼤阪府⾏政オンラインシ

ステムにてお申込みください。 
協議申請締切︓令和８年９⽉ 30 ⽇（⽔）17 時 00 分 
※詳細については、以下のホームページをご確認ください。 

【参考】 
○府ホームページ ︓⼤阪府重度障がい者グループホーム等整備事業の実施について 

https://www.pref.osaka.lg.jp/shisetsufukushi/r05seibi/index.html 
＜留意事項＞ 
・本協議は事業実施に係る事前協議であり、費⽤の助成につきましては別途、ご申請いただきます。 
（国や府内市町村の補助の対象となっているものは、申請できません。） 
・事前協議の事業者について、本府が定める選定基準に基づき審査のうえ、採択の可否を決定します。 
・府において、対象経費を審査しますので、協議額どおりの採択とならない場合があります。 
・選定の結果は令和８年 10 ⽉下旬頃に通知予定です。 

     （問い合わせ先） 
住所︓〒540-8570  

⼤阪市中央区⼤⼿前 2 丁⽬ 
   ⼤阪府 福祉部 障がい福祉室 

⽣活基盤推進課 整備グループ 阿部・⼭本 
電話︓06-6944-6672 
FAX︓06-6944-6674 
Mail: seibi@gbox.pref.osaka.lg.jp  
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